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令和６年度 南房総市防災ベッド設置事業費補助金 
木造住宅への防災ベッドの購入に要する費用の一部について補助を行い、地震による木造住宅の

倒壊から市民の生命を守ることを目的とします。 

 

 

 

 

 ※補助金の交付決定を受けた年度内に事業を完了させる必要がありますので、防災ベッド設置

工事が終わりましたら速やかに「実績報告書」に必要書類を添付して、建設課に提出してくだ

さい。 

（実績報告書提出期限２月末日まで） 

 

■対象となる木造住宅                                  

次のすべてに該当するものが対象となります。 

・南房総市木造住宅耐震診断費補助金の交付を受けて実施した木造住宅耐震診断の結果が総合評

点で、１．０未満の住宅であること。 

・市内に在する住宅であること。 

・柱、梁その他の主要構造部が木材の在来軸組構法によって造られている住宅であること。 

・平成１２年５月３１日以前に着工された住宅で、一戸建て住宅または併用住宅（居住の用に供

する部分の床面積が当該木造住宅の延べ床面積の２分の１以上のものに限る。）であること。 

・地上階数が２以下である住宅であること。 

 

■補助を受けられる方                                     

対象となる住宅の要件を満たした木造住宅を所有する方で、次のすべてに該当する方を対象とし

ます。 

・住民基本台帳法に基づく本市の住民基本台帳に記録されていること。 

・上記の対象となる木造住宅を所有し、かつ、居住していること。 

・過去に南房総市木造住宅耐震改修費補助金の交付を受けた方でないこと。 

・補助金の交付申請時において、申請者及び同居している者に南房総市の市税等の滞納がないこ

と。 

 

■補助対象経費                                        

補助対象となるのは、防災ベッドの購入に要する費用のうち、防災ベッドの本体費用のみ。 

 

■補助金の額                                       

補助対象経費に３分の２を乗じて得た額（１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨

てた額）とし、１５０，０００円を上限とする。  

■防災ベッド設置事業 

南房総市木造住宅耐震診断費補助金の交付を受け耐震診断を行った結果、上部構造の総合評点が

１．０未満の住宅に、防災ベッドを設置するための事業 
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■申請手続きの流れ 

１ 

住まいの無料相

談 

（耐震相談） 

住まいの無料相談会（耐震相談）において、「誰でもできるわが家の

耐震診断」(国土交通省住宅局監修・一般財団法人日本建築防災協会

編集)による診断を行います。 

      

２ 
木造住宅耐震診

断 

南房総市木造住宅耐震診断費補助金交付要綱に基づく耐震診断を行っ

てください。耐震診断の結果が総合評点で１．０未満の場合、補助金

の交付の対象です。 

      

３ 
交付申請書の提

出 

防災ベッド設置工事の契約を締結する前に、以下の必要書類を添付し

て建設課へ「補助金等交付申請書」を提出してください。 

交付申請に必要な添付書類 

1 □ 防災ベッド設置事業費補助金交付申請書（第１号様式） 

2 □ 補助対象者及び同居している者の住民票（続柄入り、個人番号が記載されていないもの） 

※コピー不可 

3 □ 木造住宅の所有者が分かる書類 

4 □ 木造住宅耐震診断結果報告書等の成果品の写し 

5 □ 防災ベッドの設置位置を示した平面図 

6 □ 防災ベッドの設置に要する経費の内訳が確認できる見積書の写し 

7 □ 防災ベッドの仕様書等 

8 □ 市税等納付状況等調査同意書 

9 □ 防災ベッド設置工事の実施について木造住宅の所有者全員の同意書及び印鑑登録証明書 

（所有者が２人以上いる場合に限る。） 

10□ その他市長が必要と認める書類  

 

市 交付決定通知 
審査後、補助が適当と認められた場合は、「補助金交付決定通知書」

を郵送します。 

   

４ 
工事の着手、実

施 

「補助金交付決定通知書」が届いた後に、防災ベッドの設置工事を行

ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページに続きます。 
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５ 
実績報告書の提

出 

防災ベッド設置工事が終わりましたら速やかに「実績報告書」に必要

書類を添付して、建設課に提出してください。（提出期限２月末日ま

で） 

実績報告に必要な添付書類 

□ 防災ベッド設置事業費実績報告書（第７号様式） 

□ 防災ベッド設置工事の契約書類の写し 

□ 防災ベッド設置工事に要した経費の内訳が確認できる書類および領収書の写し 

  （代理受領の場合） 

   防災ベッドに要した事業費に係る請求書の写し、当該請求書の額から補助金額を差し引

いた額の領収書の写し及び代理受領に係る委任状 

□ 施工前及び施工後の写真 

□ その他市長が必要と認める書類 

 

市 審査 

補助金額確定通

知 

書類を審査し、補助額を確定したときは「補助金額確定通知書」を郵送

します。 

      

６ 補助金の交付請

求 

建設課へ「補助金交付請求書」を提出してください。 

      

市 補助金の支払 補助金交付請求書を受領後、３～４週間程度で指定のあった口座に補

助金を振り込みます。 

 

■注意事項                                          

・防災ベッド設置工事内容を変更または中止する場合は、速やかに建設課にご連絡ください。 

・防災ベッドを設置するために、木造住宅の基礎を補強する工事が必要な場合があります。その

際の費用に対する補助はありません。 
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代理受領制度とは、申請者が防災ベッドの購入に要する費用を施行者へ支払う際に、かかった

費用から補助金額を差し引いた額を施行者へ支払い、補助金は南房総市から直接施行者へ支払う

制度です。 

 

従来の制度では、申請者が防災ベッドの購入に要する費用の全額を施行者へ支払った後に、南

房総市から申請者へ補助金を支払うのに対し、代理受領制度では、申請者が防災ベッドの購入に

要する費用の全額を施行者へ支払う必要がなくなり、申請者の初期費用を軽減することができま

す。 

 

代理受領制度の仕組み 〔例〕防災ベッド購入費３０万円、補助金１５万円の場合 

 

申請者と施行者が代理受領を行うことについて、確実に合意していなくてはなりません。 

双方でよく打合せのうえ決めてください。 

 

代理受領制度を活用する場合、実績報告書に添付する書類が異なります 

「防災ベッドの設置に要した経費の内訳が確認できる書類及び領収書の写し」に代えて、「補

助事業に要した事業費に係る請求書の写し」「当該請求書に係る額から補助金額を差し引いた額

の領収書の写し」「代理受領に係る委任状」が必要となります。 

 

問合せ・申請窓口 

南房総市建設環境部建設課   電話０４７０－３３－１１０１ 

南房総市役所 別館２（２階） （南房総市富浦町青木２８番地） 

 

通  常 

        ①防災ベッド購入費 

          ３０万円 

 

                         ②補助金交付 １５万円 

                          ※補助金額確定通知後 

代理受領 

 

        ①防災ベッド購入費            ②補助金交付    

          １５万円                 １５万円 

                            ※補助金額確定通知後 

 

代理受領制度 

申請者 
施行者 

市 

申請者 施行者 市 


